
　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
場
合
、
こ
れ
ら
の
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
将
来
の
年
金
受
給
権
の
確
保
だ
け
で
な
く
、

万
が
一
の
事
故
な
ど
に
よ
り
障
害
を
負
っ
た
時
の
障
害
基
礎
年
金
の
受
給
資
格
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料
免
除
制
度
・

納
付
猶
予
制
度

　
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
が
経

済
的
に
困
難
な
場
合
や
、
退
職（
失

業
）等
に
よ
り
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
難
し
く
な
っ
た
場
合
は
、
保

険
料
の
納
付
が「
全
額
ま
た
は
一
部

免
除
」も
し
く
は「
猶
予
」さ
れ
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

1
．
免
除
制
度
・

　
　
納
付
猶
予
制
度

　
詳
し
く
は
、
広
報
4
月
号
ま
た

は
住
民
課
国
保
年
金
班
、
千
葉
年

金
事
務
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

2
．
特
例
免
除

  

（
退
職（
失
業
）等
に
よ
る
特
例
審
査
）

　
退
職
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
で

き
る
公
的
機
関
の
証
明
の
写
し
を

添
付
す
る
こ
と
で
、
退
職（
失
業
）

さ
れ
た
方
の
所
得
が
審
査
対
象
か

ら
除
外
さ
れ
て
審
査
さ
れ
ま
す
。

※
退
職（
失
業
）さ
れ
た
方
以
外
に
、

一
定
額
以
上
の
所
得
が
あ
る
方

が
所
得
の
審
査
対
象
に
い
る
と

き
は
、
特
例
免
除
は
認
め
ら
れ

ま
せ
ん
。

3
．
法
定
免
除
制
度

　
次
に
該
当
す
る
方
は
、「
国
民
年

金
保
険
料
免
除
事
由（
該
当・消
滅
）

届
」を
提
出
す
る
こ
と
で
国
民
年
金

保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助

を
受
け
て
い
る
方

○
障
害
基
礎
年
金
ま
た
は
被
用
者

年
金
の
障
害
年
金（
2
級
以
上
）

を
受
け
て
い
る
方

○
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
な
ど

で
療
養
し
て
い
る
方

　
法
廷
免
除
が
該
当
し
た
期
間
の

老
齢
基
礎
年
金
額
は
、
平
成
21
年

3
月
以
前
の
期
間
は
1
か
月
を
3

分
の
1
、
平
成
21
年
4
月
以
降
の

期
間
は
1
か
月
を
2
分
の
1
で
計

算
し
ま
す
。

　
な
お
、
事
由
が
消
滅
し
た
場
合

も「
国
民
年
金
保
険
料
免
除
事
由

（
該
当
・
消
滅
）届
」の
提
出
が
必

要
で
す
。
免
除
消
滅
後
の
期
間
は

国
民
年
金
保
険
料
の
支
払
い
が
発

生
し
ま
す
。

　
提
出
が
遅
れ
る
こ
と
で
未
納
分

の
納
付
が
で
き
な
い
場
合
や
、
他

の
免
除
制
度
の
申
請
が
で
き
な
い

等
の
不
利
益
が
生
じ
る
場
合
が
あ

る
た
め
、
事
由
消
滅
後
は
速
や
か

に
届
出
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

4
．
産
前
産
後
期
間
の

　
　
保
険
料
免
除
制
度

　
国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者
が

出
産
し
た
際
に
、
出
産
前
後
期
間

の
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
制
度
が

あ
り
ま
す
。

　
産
前
産
後
期
間
の
免
除
は
、
将

来
年
金
を
受
給
す
る
際
に
納
め
た

期
間
と
し
て
計
算
さ
れ
る
た
め
、

他
の
保
険
料
免
除
制
度
を
利
用
し

て
い
る
方
も
手
続
き
が
必
要
で
す
。

●
対
象
者

　
第
1
号
被
保
険
者
で
出
産
日
が

平
成
31
年
2
月
1
日
以
降
の
方

●
保
険
料
が
免
除
さ
れ
る
期
間

・
単
児
妊
娠
の
場
合

　
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が

属
す
る
月
の
前
月
か
ら
4
か
月

間
・
多
児
妊
娠
の
場
合

　
出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が

属
す
る
月
の
3
か
月
前
か
ら
6

か
月
間

※
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日（
4
か

月
）以
上
の
出
産
で
、
死
産
・

流
産
・
早
産
さ
れ
た
方
も
含
み

ま
す
。

●
付
加
保
険
料
に
つ
い
て

・
産
前
産
後
期
間
は
国
民
年
金
保

険
料
は
免
除
さ
れ
ま
す
が
、
付

加
保
険
料（
月
額
4
0
0
円
）

を
上
乗
せ
し
て
納
め
る
こ
と
で
、

受
給
す
る
年
金
額
を
増
や
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　
付
加
保
険
料
の
納
付
を
希
望
す

る
方
は
、
別
途
申
請
が
必
要
で

す
の
で
、
住
民
課
ま
た
は
年
金

事
務
所
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

●
申
請
受
付

　
出
産
予
定
日
の
6
か
月
前
か
ら

申
請
で
き
ま
す
。

申
問

・
住
民
課
国
保
年
金
班

　
☎（
84
）1
2
1
4

・
千
葉
年
金
事
務
所

　
☎
0
4
3（
2
4
2
）6
3
2
0

国
民
年
金
保
険
料
の
各
種
免
除
制
度
の
ご
案
内

↑パンフレット
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